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１ 施政の基本方針 

令和５年芦屋市議会第１回定例会の開会に当たり、令和５年

度施政方針について申し上げ、市民の皆さま並びに議員各位の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

はじめに、 

今、本市においても、地方都市の例にもれず人口のピークを

越え、減少局面を迎えておりますが、新型コロナウイルス感染

症の影響等により、更に出生数は減少し、少子高齢化は加速し

ていくことが想定されます。加えて、気候変動や急変する世界

情勢など不確定要素が多い中、これらの社会の変化を見据えな

がら「誰ひとり取り残さない」、持続可能なまちづくりを進め

ることがますます重要になります。 

本市では、今後より多様化・複雑化する課題解決に取り組む

とともに、持続可能な体制を整えるため、＜①本年４月に国が

「こども家庭庁」を設置することを踏まえ、本市でも「こども

まんなか社会」を目指し、妊娠期から子育て期までの切れ目の

ない支援の実現に向けた体制の構築を進めること＞、＜②持続

可能な行政サービスを提供する上で必要となる組織のスリム化

を進めること＞、＜③人口減少下においても、社会増を目指し、

総合計画や創生総合戦略の基本方針「未来の創造」を積極的に

取り組む体制を構築すること＞の３つの視点を持って、「こど

も福祉部」及び「都市政策部」を再編するなどの機構改革を実

施いたします。 

令和４年度は、市民の皆さまと情報や課題意識をオープンに

共有しながら、共に創る「共創」を掲げておりましたが、令和５年度

は更に一歩踏み込んで、誰ひとり取り残さない社会の実現を目指して、
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寄り添いながら共に認め合い、こころを一つに協力して奏で合う「協

奏」により、「市民が主役のまちづくり」を実現するとともに、全

ての芦屋市民の幸せの向上と市の発展へと「未来を創る」ため、

引き続き全力で取り組んでまいる所存でございます。

まず、新型コロナウイルス感染症対策では、日常生活や社会

経済活動を継続できるよう様々な行動制限緩和の取組が進めら

れ、感染拡大の防止と経済活動の両立が本格化したことなども

踏まえて、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを現在

の２類相当から５類へ移行することが決定されました。位置づ

けの変更に伴い、各種措置の段階的な移行についても示されま

したが、未だ終息の兆しが見えない状況は続いており、今後も

感染拡大の防止と経済活動の両立をどう図っていくのか課題で

あると認識しております。 

こうした状況下において、急変する世界情勢による世界経済

の不確実性の高まりは、市民及び事業者の皆さまの暮らしや生

業に大きな影響を及ぼし、本市におきましても、あらゆる施策

を講じてまいりましたが、今後も国・県の動向を注視するとと

もに、市民及び事業者の皆さまの状況を把握する中で、必要な

施策を適宜適切に講じてまいります。 

そして、第５次総合計画のキャッチフレーズである「ＡＳＨ

ＩＹＡ ＳＭＩＬＥ ＢＡＳＥ」に基づいて、次に示す３つの

視点により実現してまいります。 

＜人のつながり～ 時代に適い、多様に紡がれるネットワーク＞ 

第一は、「人のつながり～ 時代に適い、多様に紡がれるネッ

トワーク」でございます。 

暮らしやまちを豊かにするためには、人と人とのつながりが
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重要です。ＩＣＴの進展やグローバル化が進み、人とのつなが

り方が多様化する中、ますます、幅広い年代の市民や市内で活

動する法人や各種団体と協力しながら、市民力によるまちづく

りが一層求められます。 

打出教育文化センター・図書館打出分室・打出公園では、こ

れまで市民の皆さまとのワークショップや産官学連携のもとで

策定した計画を踏まえ、改修工事を実施いたします。従来の教

育機能を維持しつつ、貸室や図書館におけるＩＣＴ導入での利

便性の向上を図るとともに、ロビーにオープンスペースを設置

するなど、地域のにぎわいの拠点としても活用できるよう整備

してまいります。 

茶屋さくら通りでは、茶屋之町自治会及び茶屋さくら通り事

業者会と連携して協議会を立ち上げ、地域が主体となった茶屋

さくら通りの活性化に取り組んでまいります。 

市内在住の外国人に関する施策では、新たに１７言語に対応

したビデオ通訳の導入及び中国語やスペイン語などの外部相談

員による個別相談の実施など、受付業務の多言語化に取り組む

とともに、引き続き「やさしい日本語」や英語などを用いた情

報発信を行うことで、多文化が共生するまちづくりを推進して

まいります。 

＜暮らしやすさ～ 地域に包まれ安らぎを感じる暮らし＞ 

第二は、「暮らしやすさ～ 地域に包まれ安らぎを感じる暮ら

し」でございます。 

子どもや高齢者、障がいのある人など様々な背景を持つ人が

居住する中、お互いに尊重し、助け合う「包摂のまち」を目指

すことにより、あらゆる人が安心して暮らしやすく、自らが思

い描くスタイルで活躍でき、自己実現できるまちづくりを進め
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てまいります。 

妊産婦、子育て世帯、子どもに対する包括的な支援では、国

が示す「こども家庭センター」を「保健センター」と一体的に

設置し、新たに「こども家庭・保健センター」として、母子保

健と児童福祉の一体的な相談支援体制を構築し、子どもたちの

健全な成長を支援するとともに、市民の健康増進と保健衛生の

向上を図ってまいります。 

また、新たに、育児に不安や負担を抱える家庭、ヤングケア

ラー等がいる家庭に申請手続きや利用料不要のヘルパー等を派

遣する子育て世帯訪問支援事業に加え、１８歳以上の若者ケア

ラーに対しても若者ケアラー支援ヘルパー等派遣事業を実施す

ることで、自立を支援してまいります。

＜資源～ 地域資源を生かし、空間を活用する、これまでとこれからの融合＞

第三は、「資源～ 地域資源を生かし、空間を活用する、これ

までとこれからの融合」でございます。 

洗練された住宅都市としてこれまで築いてきた本市が誇る資

源について、残すべきものは残し、変えるべきものは変えつつ

既存のものに新たな価値を加えるなど、時代とともに新たな芦

屋スタイルとして進化させ、活用することが必要です。 

地域脱炭素の実現に向け、公益灯及び公共施設のＬＥＤ化や

市民会館本館ＺＥＢ化に向けた設計を進めるとともに、脱炭素

社会づくり促進事業の実施により、市民・事業者との官民一体

となった省エネルギー化など地球温暖化に対する取組を推進し

てまいります。 

また、ＤＸでは、デジタル技術を積極的に活用していくこと

で、行政サービスの更なる向上につなげてまいります。住民情

報システムの標準化・共通化の構築に向けた準備を着実に進め
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るほか、市民センターと打出教育文化センターにおいて、施設

予約システムと連携したスマートロックを用いたキーレス・キ

ャッシュレスによる貸室運用の実現に取り組んでまいります。 

最後に、ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業につきましては、

令和５年度に駅舎改良工事の完了と特定建築者の決定が予定さ

れており、引き続き持続可能で安全・円滑な市内の交通と質の

高い駅前空間を整備するためにも着実に事業を進めてまいりま

す。 

また、２０２５年に開催が予定されている大阪・関西万博に

向けて、県主導の下、関係市及び民間事業者等による協議を重

ねており、官民連携による取組を進めてまいります。 

以上、令和５年度に臨む施政の基本的な考え方を申し上げま

した。 

これらに沿って、市民の皆さまとの協働のもと、住んでみた

い、住み続けたいまちであり続けるため、持続可能な未来につ

なぐまちづくりを進めてまいります。 

次に、第５次総合計画の施策目標に沿って、改めて主な取組

及び行財政運営につきまして、順次ご説明申し上げます。 

また、教育行政に関わる施策も、私が一括してご説明申し上

げるとともに、推進に当たりましては教育委員会と連携し、

「教育のまち芦屋」を目指してまいります。 
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２ 主な取組 

（１）子育て・教育 

〔施策目標１ 誰もが安心して生み育てられる環境が充実している〕 

〔施策目標２ 未来への道を切り拓く力が育っている〕 

〔施策目標３ 生涯を通じた学びの文化が醸成されている〕 

第一は、「子育て・教育」に関する取組についてでござ

います。 

 子育て支援では、「第３期子育て未来応援プラン「あし

や」（令和７年度～令和１１年度）」の計画策定のため、アンケ

ート調査を実施してまいります。 

 安全かつ安心な保育環境を確保するための支援では、私

立保育所等へ、睡眠中の事故防止対策に必要な機器購入な

どに対する補助を実施してまいります。 

 放課後児童クラブ事業では、引き続き、事業を一部民間

委託し、それぞれの保育内容を官民で共有することにより、

更なる充実を図ってまいります。 

また、医療的ケア児の健やかな成長を図り、その家族の

離職の防止に資するため、受け入れを実施してまいります。 

 あしやキッズスクエア事業では、学校・地域・企業と協

働し、対面やオンラインによる体験プログラムを実施する

とともに、放課後児童クラブと連携し、子どもたちに安
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全・安心で地域に定着した放課後の居場所を提供してまい

ります。 

 ひとり親家庭支援では、生活の安定と子どもの健やかな

成長のため、新たに養育費の債務名義化や継続支払いの履

行確保に向けた支援事業を実施してまいります。 

妊産婦、子育て世帯、子どもに対する包括的な支援では、

国が示す「こども家庭センター」を「保健センター」と一

体的に設置し、新たに「こども家庭・保健センター」とし

て、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援体制を構築し、

子どもたちの健全な成長を支援するとともに、市民の健康

増進と保健衛生の向上を図ってまいります。 

こども家庭支援では、育児に不安や負担を抱える子育て

世帯、妊産婦及びヤングケアラー等がいる家庭に対して、

家庭・養育環境を整えるため、申請手続きや利用料不要の

ヘルパー等を派遣する子育て世帯訪問支援事業を新たに創

設するとともに、子育て家庭ショートステイ事業の利用料

の減免範囲を拡大するなど、子育ての負担を軽減し、虐待

のリスクの高まりを未然に防いでまいります。 

  妊娠出産子育て支援事業では、妊娠期から出産・子育て

まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した支

援につなぐ伴走型相談支援と経済的支援とを一体的に実施

してまいります。 

 新生児聴覚検査では、経済的負担が理由による未受検者
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をなくし、難聴児の早期発見・早期療育を図ることを目的

に、市民税非課税世帯に対して検査に要した費用を助成し

てまいります。 

 青少年愛護事業では、青少年育成愛護委員会及び学校園

と連携し、引き続き登下校時の見守りやあいさつ運動を実

施するとともに、青少年の健全育成、非行防止、環境浄化

について、啓発に努めてまいります。 

青少年健全育成事業では、若者相談センター「アサガ

オ」において、コミュニケーションセミナーやキ・テ・

ミ・ル・会などを開催し、関係機関と連携しながら若者へ

の支援を続けてまいります。 

また、「第３期子ども・若者計画（令和７年度～令和１１年

度）」策定のため、アンケート調査を実施してまいります。 

保育所等では、本市独自の手厚い保育士配置基準を守り

ながら、インクルーシブ教育・保育事業、医療的ケア児教

育・保育支援事業、ＩＣＴを活用した教育・保育事業を行

うとともに、保育士等への様々な研修や、市保育士による

私立保育所等への巡回指導など、教育・保育の質の向上に

努めてまいります。 

また、地域や小学校との交流等を行い、特色ある教育・

保育を進めてまいります。 

特別支援教育では、共生社会の形成に向けたインクルー

シブ教育システムの充実により、特別な支援が必要な児童

生徒の特性、教育的ニーズや発達段階を十分に把握した上
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で、個別の指導計画等に基づいた指導を進めるとともに、

合理的配慮のあり方についての研究を更に進めてまいりま

す。 

また、特別支援教育コーディネーターを中心とした学校

園内の相談支援体制を充実させるとともに、特別支援教育

センターを核に関係部署や機関との連携を強化し、支援体

制の充実を図ってまいります。 

学校施設の整備では、山手小学校においては外壁と屋上

防水改修、朝日ケ丘小学校においては外壁・屋上防水・建

具改修を実施し、教育環境の維持・向上を図ってまいりま

す。 

幼稚園教育では、令和３年度から試験的実施をしている、

岩園幼稚園での３年保育を本実施し、本市の就学前教育・

保育施設における幼児教育の更なる質の向上を図ってまい

ります。  

国際理解教育では、外国語教育等を通してコミュニケー

ション能力を育成するとともに、外国にルーツのある児童

生徒と他の児童生徒がお互いの異文化を学び理解する機会

を計画的に実施し、国際的視野の拡充と外国語学習の充実

に努めてまいります。 

小学校における外国語教育では、ＡＬＴや英語に堪能な

地域人材を配置し、児童の学習意欲を引き出す指導に取り

組んでまいります。 
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就学前教育・保育施設間の連携では、教育・保育の質の

向上を目指し、市立幼稚園における公開保育や合同研修会

を実施してまいります。 

幼児期と児童期の接続では、指導者間の相互理解を深め

るとともに、就学前の子どもたちが小学校施設を利用する

体験や授業参観等を継続し、円滑な接続に向けた接続期カ

リキュラムの実践に取り組んでまいります。 

児童生徒の学力向上では、算数・数学の学習支援員や理

科推進員等を継続配置し、児童生徒が主体的に取り組むこ

とができる学習環境と個に応じた指導の充実を図ってまい

ります。 

また、ＩＣＴを活用した教育では、一人１台タブレット

端末等のＩＣＴを効果的に活用し、情報を収集・比較・選

択し表現する等、情報活用能力の視点を取り入れた主体

的・対話的で深い学びの実現に向けて、授業の改善と指導

の充実を図ってまいります。 

読書活動の推進では、人とのつながりにおいて読書の楽

しさや喜びを実感できるような読書活動を教育課程に位置

づけ、計画的、継続的に実施してまいります。 

また、学校図書館のレファレンス機能の充実など各教科

と関連した授業支援や子どもたちのニーズに合わせた適切

な指導のための研修を実施し、市立図書館との連携をより

深めることにより、授業における学校図書館の活用を促進

してまいります。 
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いじめ防止対策では、「いじめ防止基本方針」に基づき、

組織力の向上や関係機関との連携のもと、未然防止の取組

を徹底するとともに、積極的認知による早期発見、適切な

早期対応を進め、いじめ問題対策審議会での事案への対応

や検討等、スクールソーシャルワーカー、スクールカウン

セラーを派遣してまいります。 

人権教育では、ＬＧＢＴＱなど、時代の変化に対応した

内容を推進することで、自身及び他者の人権をも守ろうと

する意識・意欲・態度を育み、人権に関わる様々な課題に

教育活動全体を通じて取り組んでまいります。 

生徒指導では、教育相談等を通して児童生徒の内面理解

を深めるなど、相手意識を持った心の通い合う生徒指導を

推進してまいります。 

また、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセ

ラーを有効に活用し、関係機関と積極的に連携を図りなが

ら、円滑な解決を目指して取り組んでまいります。 

適応教室では、指導員への研修により通級する児童生徒

一人ひとりの状況に応じた指導の充実を図り、教職員や保

護者の相談機関として不登校児童生徒への対応に関する指

導や助言を行うとともに、教員の資質能力の向上を図るこ

とで、各学校の不登校対策を強化し、学校やスクールソー

シャルワーカーなどの関係機関との連携のもと、児童生徒

の学校復帰や社会的自立に向けて取り組んでまいります。 

情報モラル教育では、警察等関係機関と連携を図りなが
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ら、ＳＮＳの利用によるトラブルを未然に防ぐための授業

等を実施し、児童生徒が情報化社会で適正に活動するため

のモラルや考え方、態度を身につける取組を推進してまい

ります。 

体力・運動能力向上の取組では、就学前に遊びの中で運

動の楽しさを実感させ、小・中学校においては子どもの運

動意欲を高め、体力運動能力が向上するように、カリキュ

ラム等の工夫改善を行い、研究と実践に取り組んでまいり

ます。 

また、小学校では、スポーツ交流会を継続実施し、運動

に親しむ機会を創出するとともに、学校間の交流を進めて

まいります。 

学校給食では、新型コロナウイルス感染防止対策を含め、

学校給食衛生管理基準に基づき、安全安心でおいしい学校

給食を提供してまいります。 

また、クックパッドや給食レシピ本、広報などを通して

学校給食の魅力発信に努めてまいります。 

キャリア教育では、自分らしい生き方を実現するために、

キャリアノートやキャリア・パスポートの活用を充実し、

自立を目指したキャリア教育の推進を図ってまいります。 

児童生徒の安全な登下校では、「通学路安全プログラ

ム」に基づき、地域住民や関係機関と協力して通学路点検

を実施し、危険箇所の早期発見と改善対策を進め、地域と

連携した児童生徒への交通安全教育を充実してまいります。 
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打出教育文化センターでは、教師力向上支援事業及びＩ

ＣＴ活用、経験年数別や課題別研修等の充実を図り、教職

員の実践的な指導力向上の取組を計画的に進めるとともに、

一般講座等においても社会性や人間的な魅力を兼ね備えた

教職員の育成に努めてまいります。併せて、オンラインで

の研修を実施することにより、勤務の効率化や実践的なＩ

ＣＴの活用につなげてまいります。 

また、学習用タブレットの安心・安全・快適な運用のた

め、学校のＩＣＴ環境を整備し、校務系ネットワークシス

テムの情報セキュリティについても、インシデントが発生

しないよう運用・保守に努めるとともに、ＩＣＴに関する

知見を有する事業者をＧＩＧＡスクール運営支援センター

の「学校ＤＸアドバイザー」として業務委託し、ソフト面

の充実を図ってまいります。 

教職員の業務改善により子どもと関わる時間を増やし、

教育の質の向上を図るため、グループウエア機能を追加し

た「統合型校務支援システム」の構築に向け、進めてまい

ります。 

さらに、児童生徒の情報モラル向上への取組を、引き続

き支援してまいります。 

地域に開かれた学校園の運営では、保護者や地域住民の

力、公共施設を活用しながら幼児児童生徒の実態に合わせ

て社会に開かれた学校園の運営の充実に努めてまいります。 

また、地域とともにある学校づくり、学校を核とした地

域づくりを目指した、現行の学校評議員制度を活かして本
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市の実態に即した学校運営協議会の設置に向けて取り組ん

でまいります。  

打出教育文化センター等と打出公園の一体的整備では、

従来の教育機能を維持しつつ、貸室や図書館におけるＩＣ

Ｔ導入での利便性の向上を図り、多種多様な方々にご利用

いただくことで地域全体の価値向上となるよう努めてまい

ります。 

また、産官学連携のもとで策定した計画を踏まえ、令和

６年春のリニューアルオープンを目指し、改修工事を進め

てまいります。 

美術博物館、谷崎潤一郎記念館では、改修工事後のリニ

ューアルオープンに併せて、美術博物館の歴史資料展示の

充実や谷崎潤一郎記念館で『陰翳礼讃』をモチーフとした

取組を導入するなど、利用者の満足度向上に努めてまいり

ます。 

文化財事業では、古写真等のデジタル化を実施し、歴史

文化遺産の未来への継承に取り組んでまいります。 

市民センターでは、ホール事業として、日本の伝統芸能

である「能・狂言」の講演を実施し、公民館事業として、

国の重要文化財に指定されているヨドコウ迎賓館の見学会

や講演会を催します。 

図書館では、市民サービスの向上と業務効率化の両立を

目指し、令和６年４月の自動貸出機等のＩＣ機器の導入に



- 17 - 

向け、ＩＣタグ貼付作業などに取り組んでまいります。 

スポーツ施策では、「スポーツ推進実施計画（後期）（令

和元年度～令和５年度）」に基づき、ライフステージに応じた事

業を進め、市民の健康増進や体力向上に努めます。 

また、更なるスポーツの普及・推進のため、「第２期ス

ポーツ推進実施計画（前期）（令和６年度～令和１０年度）」を

策定してまいります。 

芦屋川カレッジ・芦屋川カレッジ大学院では、引き続き

地域で活躍する方やカレッジ卒業生を講師に招くなど、知

の循環型社会の定着を図ってまいります。 

中学校部活動では、学識経験者、中学校体育連盟や吹奏

楽連盟の代表者などを構成員とした協議体を設置し、地域

移行の検討を進めてまいります。 
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（２）福祉健康 

〔施策目標４ あらゆる人が心地よく暮らせるまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標５ 健康になるまちづくりが進んでいる〕 

第二は、「福祉健康」に関する取組についてでございま

す。 

地域福祉では、「第４次地域福祉計画（令和４年度～令和８年

度）」に基づき、社会福祉協議会をはじめとした様々な関係

機関との連携による、分野や属性を問わない相談支援体制

づくりや参加と協働による「ともに支え合う共生のまちづ

くり」に向け、重層的支援体制整備事業を進め、社会参加

につながる取組を充実してまいります。 

保健福祉センターでは、安全な施設の管理運営に努める

とともに、コンサート及びパネル展等のエントランス事業

により、多くの市民の皆さまが安心して集い、コミュニテ

ィ活動ができる環境を整備してまいります。 

 共助の地域づくりでは、更なる地域活動への参加や多様

なつながりづくりに向け、「ひとり一役活動推進事業」の

活動者の確保や活動機会の充実、地域支え合い推進員によ

る地域活動者への活動支援の強化等に努めてまいります。 

生活困窮者自立支援制度では、複合的な課題や制度の狭

間の課題解決に向け、多機関協働による相談支援体制の構

築に取り組んでまいります。 
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また、社会的に孤立している人等が社会参加できる場の

拡充や若者ケアラーへのヘルパー等派遣事業の新たな実施

により、支援体制の充実を図ってまいります。 

生活保護では、引き続き生活困窮者自立支援等の関係機

関と連携し、重層的かつ包括的なセーフティネットを維持

するとともに、困窮者等の自立にむけた取組として、被保

護者就労支援事業を実施し、就労の実現に向けて、寄り添

いながら丁寧に支援してまいります。 

高齢福祉では、「第９次芦屋すこやか長寿プラン２１（令

和３年度～令和５年度）」に基づき、生涯現役社会の実現に向け

て生きがい活動や就労を支援するとともに、認知症の方及

びその家族が地域で安心して暮らし続けることができるよ

う、新たに個人賠償責任保険事業を実施してまいります。 

また、高齢者バス運賃助成事業については、より多くの

方にご利用いただけるよう、運賃助成の対象となるバス事

業者を拡大してまいります。 

さらに、「第１０次芦屋すこやか長寿プラン２１（令和６

年度～令和８年度）」を策定してまいります。 

介護保険事業では、「第９次芦屋すこやか長寿プラン２１

（令和３年度～令和５年度）」に基づき、医療的な支援が必要な

利用者への「訪問」「通い」「泊まり」のサービスを組み

合わせた看護小規模多機能型居宅介護の整備に引き続き取

り組んでまいります。 

障がい福祉では、「第７期障がい福祉計画・第３期障がい
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児福祉計画（令和６年度～令和８年度）」を策定してまいります。 

また、障がいを理由とした差別のない地域社会の実現に向

けて、「障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせ

るまち条例」に基づき、市民及び事業者の障がいへの理解

が深まるよう、引き続き、助成事業の継続と普及啓発に取

り組んでまいります。 

医療的ケア児支援では、医療的ケア児とその家族が地域で

安心して生活できるよう、相談・支援を総合的に調整する

役割を担う医療的ケア児等コーディネーターを配置し、支

援体制の整備に取り組んでまいります。 

男女共同参画の推進では、「第３次女性活躍推進計画」と

「第３次配偶者等からの暴力対策基本計画」を含む男女共

同参画社会の実現に向けた総合的な計画としての「第５次

男女共同参画行動計画ウィザス・プラン（令和５年度～令和９年

度）」に基づき、一人ひとりが性別にとらわれず、多様な生

き方を選択できる男女共同参画社会の実現に取り組み、ジ

ェンダー平等を目指してまいります。 

男女共同参画センターウィザスあしやでは、男女共同参画

社会の実現に向けた講座の開催やセンター通信「ウィザ

ス」による啓発などを行ってまいります。   

また、男女共同参画団体協議会との協働による「ウィザス

あしやフェスタ」や図書の貸出しなどを通して、市民に親

しまれるセンターを目指し、取り組んでまいります。 

女性活躍推進では、「ＡＳＨＩＹＡ ＲＥＳＵＭＥ事業」
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や女性活躍相談である「女性のためのステップ相談」、起

業・就労につながる啓発講座を実施してまいります。 

また、男性の家事・育児など家庭生活への積極的な参画を

促すための講座や、ご夫婦・パートナーと参加できるワー

ク・ライフ・バランス推進を目的とした啓発事業を行い、

女性活躍推進に向けた環境の整備に努めてまいります。 

配偶者等からの暴力の防止では、ＤＶ相談室の周知に努め

るとともに、被害者の早期発見や安全確保を図るため、相

談者の気持ちに寄り添いながら、関係機関と連携して切れ

目のない自立に向けた支援を行ってまいります。 

市内在住の外国人に関する対応では、保険・医療・子育て

等、様々な相談に対応できるようビデオ通訳の導入や外部

相談員による個別相談など、受付業務の多言語化に取り組

むとともに、引き続き「やさしい日本語」や英語などを用

いた情報発信を行うことで、多文化が共生するまちづくり

を推進してまいります。 

潮芦屋交流センターでは、多文化共生に関するセミナーや

講演会などを開催してまいります。 

また、屋外交流広場では、環境への負荷低減の取組につな

がるよう、屋外照明のＬＥＤ化を進めてまいります。 

人権推進では、多様性を認め、全ての人権が尊重される社

会の実現を目指し、映画会を中心とした啓発事業を継続し

て実施するとともに、ひょうご・ヒューマンフェスティバ

ルの開催に向け取り組んでまいります。 
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また、現在のパートナーシップ宣誓制度の対象を子ども及

び親の範囲まで拡充するファミリーシップ宣誓制度の導入

に取り組んでまいります。 

さらに、「第４次人権教育・人権啓発に関する総合推進指

針（令和３年度～令和７年度）」に基づき、あらゆる人権課題解

決のための啓発や相談事業、近隣市と連携した取組を行う

とともに、職員研修を通して、職員の人権意識の一層の向

上を図ってまいります。 

権利擁護支援では、高齢者や障がいのある人など様々な人

の権利を守るため、成年後見制度の利用促進や専門職団体

や関係機関等との地域連携を推進し、地域共生社会の実現

に向けた基盤となる権利擁護支援の充実を図ってまいりま

す。 

平和施策では、戦争体験者が年々減少していく中、戦争の

悲惨さを後世に伝えていくため、市所有の戦争資料の活用

や市民が参加しやすい映画会などを通して、幅広い世代の

平和意識の醸成を図ってまいります。 

また、核兵器廃絶の実現に向け、「平和首長会議」の提唱

する活動に、引き続き取り組んでまいります。 

健康づくりの推進では、「第２期国民健康保険保健事業実

施計画（データヘルス計画）（平成３０年度～令和５年度）」に

基づき、令和５年度の目標値である国民健康保険加入者の

特定健康診査受診率６０％に向け、未受診者への効果的な

受診勧奨を継続して実施してまいります。 

また、国民健康保険料の口座振替手続き簡素化のため、新
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たにペイジー口座振替受付サービスを導入してまいります。 

骨髄等移植ドナー支援事業では、ドナーの経済的不安を軽

減し、骨髄等の移植の推進に寄与することを目的とした新

たな助成制度を創設してまいります。 

胃がん検診では、受診率向上による早期発見・早期治療に

つなげるため、胃内視鏡検査を導入してまいります。 

新型コロナワクチン接種事業では、市民が適切に接種でき

るよう体制整備を行い、引き続き、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止に取り組んでまいります。 

健康づくりの推進では、健康寿命延伸を目指し、「第４次

健康増進・食育推進計画（令和６年度～令和１０年度）」を策定

してまいります。 
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（３）市民生活 

〔施策目標６ 良好な生活環境が整い魅力的な暮らしが創出されている〕 

第三は、「市民生活」に関する取組についてでございま

す。 

市民マナー条例の取組では、「第２次市民マナー条例推進

計画（令和元年度～令和５年度）」に基づき、市民マナー条例推

進連絡会を通じ、地域と一体となり、清潔で安全・快適な

生活環境を確保してまいります。 

また、「第３次市民マナー条例推進計画」を策定してまい

ります。 

ごみの減量化・再資源化事業では、「一般廃棄物処理基本

計画（令和４年度～令和１３年度）」の目標達成に向け、令和５

年１０月に指定ごみ袋制度を完全実施し、取組を推進する

とともに、３Ｒ等に関する取組を更に進めてまいります。 

地域脱炭素の実現に向けた取組では、令和４年度に策定し

た「地域脱炭素実現のためのロードマップ」に基づき、

「地方公共団体実行計画（区域施策編）」の策定に着手し

てまいります。 

また、市民・事業者に対する省エネ家電の買い替え補助に

加え、新たに市内の中小企業や福祉事業者等に対する設備

の省エネ改修の補助を実施してまいります。 

さらに、一般住宅向けにＺＥＨ導入の補助や、他の自治体

と連携して太陽光設備及び蓄電池設備の共同購入を引き続
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き実施し、家庭での再エネ導入を促進してまいります。 

温室効果ガスの削減では、事業者に対し、次世代自動車導

入補助を引き続き実施してまいります。 

環境保全では、自然環境の承継に向け、「環境づくり推進

会議」等を通じて、市民団体や事業者とともに自然に触れ

合う機会の創出に取り組んでまいります。 

中小企業等の支援では、「中小企業・小規模企業振興基本

計画（令和５年度～令和９年度）」に基づき、商工会と連携して

地域経済の活性化に取り組んでまいります。 

市内店舗等の魅力発信では、ふるさと寄附金を通じて全国

に発信するとともに、「阪神間モダニズム」を中心とした

地域の魅力発信等について、県、近隣自治体、民間事業者

と連携してまいります。 

市民センターの施設整備では、利用者の利便性向上のため、

電子錠と連携した施設予約システムの整備やキャッシュレ

ス決済を導入してまいります。 

また、地域脱炭素の実現に向けて、市民会館本館の空調設

備の更新や照明機器のＬＥＤ化等のＺＥＢ化改修工事を進

めてまいります。 

国道４３号及び阪神高速３号神戸線の自動車公害対策では、

継続して測定・調査を行い、排出ガス対策、騒音・振動対

策及び低周波音対策の推進を引き続き国等に要望してまい

ります。 
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ごみ収集では、清潔なまちなみを保つため、安全・確実で

速やかな作業に努めるとともに、ごみ出しルールの徹底に

取り組んでまいります。 

また、高齢者等のごみ出しを支援する「さわやか収集」の

ニーズ増加に対応してまいります。 
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（４）安全安心 

〔施策目標７ 災害に強いまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標８ 日常の安全安心が確保されている〕 

第四は、「安全安心」に関する取組についてでございま

す。 

建築行政では、住まいの耐震化を図るため、耐震診断・耐

震改修を促進してまいります。 

防災拠点の維持管理では、大規模災害時等における情報収

集・伝達手段の確保のため、老朽化している防災行政無線

の更新に取り組んでまいります。 

防火水槽の耐震化では、「経年防火水槽更新・維持管理

計画（平成２８年度～令和９年度）」に基づき、更新及び補修補

強工事を進め、災害に強い安全・安心なまちづくりに取り

組んでまいります。 

道路の無電柱化では、さくら参道及び芦屋川地区の早期抜

柱に向けて電線管理者と調整を行うとともに、六麓荘地区

においては電線共同溝の整備に向けた詳細設計を行ってま

いります。 

防災対策では、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた

避難行動のあり方、避難所開設運営を推進してまいります。 

また、地区防災計画の策定を推進するため、地区の特性に



- 28 - 

応じた支援に努めるとともに、防災・減災体制を充実させ

るため、市民を対象に防災士の育成に取り組んでまいりま

す。 

防災総合訓練では、災害時における防災関係機関との連携

を図るとともに、市の災害対応力及び市民の防災意識の向

上に努めてまいります。 

高潮対策では、引き続き県と連携しながら、芦屋浜地区の

嵩上げなどに取り組んでまいります。 

土砂災害特別警戒区域等の対策では、県とともに急傾斜地

崩壊対策事業に取り組むとともに、移転や改修等への補助

制度の活用を促進してまいります。 

消防・救急業務では、整備計画に基づき、車両の更新を進

め、災害発生時に安全な運用を実施し、被害の軽減を図っ

てまいります。 

消費生活行政では、「第３次消費者教育推進計画（令和５年

度～令和９年度）」に基づき、市民一人ひとりが生涯にわたり

適切な知識を得られるとともに、消費者協会や消費生活サ

ポーター等と連携し、地域全体で消費生活トラブルの未然

防止、早期発見等に取り組んでまいります。 

地域防犯活動の推進では、まちづくり防犯グループ連絡協

議会や生活安全推進連絡会を開催し、各団体の連携による

防犯活動の活性化を図り、安全安心のまちづくりを推進し
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てまいります。 

道路の安全対策では、安全な歩行者空間を確保するため、

歩道のバリアフリー整備や転落防止柵の改修等を計画的に

行ってまいります。 

また、芦屋川周辺における交通課題解決に向け、対策の有

効性について検証を行います。 

夜間の歩行者や自転車等の安全・安心な通行のため、照度

不足の箇所は公益灯の増設や照度向上を行います。 

また、電気使用量の削減等のため、令和８年度末の完了に

向け、全公益灯ＬＥＤ化を滞りなく進めてまいります。 

交通事故防止対策では、子どもや高齢者を対象とした交通

安全教室や自転車教室の開催とともに、警察・学校・地域

などと連携した街頭での指導・啓発を実施し、交通マナー

の向上を推進してまいります。 

高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線設備の

更新では、災害時における迅速な消防救急活動の実施のた

め、設備の高度化・多重化を進めるとともに、災害の発生

に備えた消防指令システムの強化に取り組んでまいります。 

市立芦屋病院では、良質な医療の提供、積極的な救急患者

の受入れ等、政策医療の実施に努め、関係機関と連携し、

本市の中核病院の役割と責任を果たしてまいります。 

また、医療のＩＣＴ化については、国が医療ＤＸを推進す

る中、セキュリティ対策を含めシステム導入の費用対効果
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を検証しながら、積極的に進めてまいります。 

国では、感染症の分類の変更など今後の政策が検討されて

おり、補助金や公費負担が大幅な縮小または廃止となって

も、新型コロナウイルス感染症への対応は続き、運営及び

経営面で厳しい状況となることが予想されますが、「市立

芦屋病院経営強化プラン（令和４年度～令和９年度）」に基づき、

更なる収支改善に取り組んでまいります。 



- 31 - 

（５）都市基盤 

〔施策目標９ 住宅都市の魅力が受け継がれ、高められている〕 

〔施策目標 10 持続可能なインフラ整備が進んでいる〕 

第五は、「都市基盤」に関する取組についてでございま

す。 

庭園都市の推進では、「芦屋庭園都市宣言」にふさわしい

まちなみの形成に向け、１８回目を迎える「オープンガー

デン２０２３」を市民の皆さまの参画と協働により開催し、

市内を花と緑でいっぱいにする活動を充実させてまいりま

す。 

また、学校園などの公共施設への緑化資材配布や、市民・

事業者・各種団体への緑化費用一部助成及び住民緑化団体

の育成や助成を実施し、庭園都市をより一層推進してまい

ります。 

街路樹は、剪定時期の検討や、落ち葉清掃等の市民の負担

軽減など、管理業務全般に関する整理が必要となっている

ことから「街路樹更新計画」に基づき、道路の機能を確保

するための手法として、街路樹等包括管理を複数年業務と

して実施し管理水準の向上を進めてまいります。 

景観形成事業では、「景観地区」の認定制度により、良好

な景観の創出と維持を図るとともに、景観への意識を高め

るなど、美しいまちなみの形成につなげてまいります。 
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広告景観の形成では、市独自の屋外広告物条例の施行に伴

い、平成２８年７月に創設した既存不適格の屋外広告物に

係る改修等への補助制度が、令和５年度に補助期間の最終

年度を迎えることから、制度の有効活用の更なる促進や、

条例の主旨に関する丁寧な説明に努めてまいります。 

公園施設の整備では、「公園施設長寿命化計画」に基づき、

遊具等の更新を進めてまいります。 

また、打出公園では、打出教育文化センターとの一体的な

整備に併せ、令和６年春のリニューアルオープンを目指し、

改修工事を進めるとともに、芦屋中央公園では、トイレの

建替工事に着手してまいります。 

公共施設の活用では、地域・沿道事業者が中心となり、茶

屋さくら通りの道路空間を活用した賑わいの創出につなが

る取組を進めてまいります。 

住宅政策では、住宅ストックの効果的な活用として、総合

的な住宅相談窓口の整備をはじめ、マンションセミナーの

開催やマンションネットワークづくりに取り組むとともに、

バリアフリー改修や空き家活用の支援を引き続き実施して

まいります。 

住宅マスタープランは、策定から５年が経過しており、改

定された全国計画、県計画を踏まえながら中間見直しを行

うとともに、空き家や分譲マンションの実態に応じた必要

な施策を検討してまいります。 

橋梁の維持管理では、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、
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修繕工事を実施するとともに、跨線橋の定期点検を実施し

てまいります。 

また、撤去方針の３橋のうち、第一跨線橋はＪＲとの工事

協定締結に向けた調整を行うとともに、工事の概要につい

て、地域や関係機関に説明を行い、クロマツ橋・ツツジ橋

についても地域と協議の上、撤去を行ってまいります。 

道路・公園の維持管理では、清掃や除草など自治会等の市

民の参画を今後もお願いしつつ、施設の維持管理に係る業

務の効率化と質の向上を図ることを目指し、包括的管理業

務委託を実施してまいります。 

下水道事業では、「下水道ストックマネジメント計画（令

和５年度～令和９年度）」に基づき、管路等の点検調査や老朽管

の改築工事を行うとともに、ＪＲ芦屋駅南地区再開発事業

にあわせて雨水貯留槽を整備し浸水対策を行ってまいりま

す。 

また、下水道ビジョンや下水道事業経営戦略（令和４年度～

令和１３年度）に基づき、経営基盤の強化に引き続き取り組ん

でまいります。 

下水処理場、雨水ポンプ場では、効率的な維持管理を行え

るよう日常点検管理を行い、施設の機能保全に努め、計画

的に改修や更新を行うとともに、耐震工事や場内ポンプ場

の雨水ポンプ更新工事を継続して進めてまいります。 

水道事業では、老朽管の更新、奥山浄水場土砂災害対策事

業をはじめとする水道施設の維持管理を着実に行い、引き
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続き安心・安全でおいしい水の供給に努めてまいります。 

また、水道ビジョンや水道事業経営戦略（令和４年度～令和１３

年度）に基づき、経営基盤強化の取組も継続してまいります。 

ごみ焼却施設・資源化施設では、環境処理センター施設整

備基本計画の策定を引き続き進めるとともに、施設整備に

係る生活環境影響調査に着手してまいります。 

廃棄物運搬用パイプライン施設では、利用者や関係者との

協議を重ね、具体的な代替収集方法の検討を進めつつ、定

められた期間における適正運用に向け、計画的に事業を進

めてまいります。 

ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業では、土地を提供して

いただく地権者の皆さまに寄り添うとともに、本市の更な

る発展のため、一日でも早く安全で快適な駅前空間を提供

できるよう、しっかりと取り組んでまいります。 

持続可能なみらいの都市づくりに向けた調査・分析等業務

では、将来にわたり、様々な世代の人々が健康で快適な暮

らしを実現することや、財政面、経済面において持続可能

な都市経営を可能とする都市構造の検討に向けた、都市の

現状や課題の調査分析、解決すべき課題の抽出を行います。 

自転車利用環境の整備では、整備した矢羽根の利用実態を

把握し、今後の整備方法等を検討してまいります。 

住宅都市の魅力継承では、「住みよいまちづくり条例」に

基づき、良好な住環境の維持、誘導を行ってまいります。 
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また、長期にわたって使用可能な質の高い住宅を供給する

ため、長期優良住宅の認定取得の普及を図ってまいります。 
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（６）行政経営 

〔施策目標 11 協働の意欲が高まり市民主体のまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標 12 人口減少社会に対応した健全で効果的な行財政運営が行われている〕 

〔施策目標 13 急速な社会変化に対応できる組織になっている〕 

第六は、「行政経営」に関する取組についてでございま

す。 

市民活動センターでは、相談や事業を通じて、多様な市民

活動団体等の発掘や育成、活動支援を行うとともに、課題

解決に向けた新たな取組が生まれるよう、協議の場の設定

や活動する個人や団体等をつなぐなど協働によるまちづく

りを推進してまいります。 

市民活動の拠点整備では、翠ケ丘集会所の多目的トイレの

スペースを拡張し、利便性向上を図るため、改修工事を行

ってまいります。 

地区集会所では、次期指定管理期間の管理運営について、

地域の皆さまとの協議をもとに、指定管理者の選定手続き

を行い、持続可能なコミュニティ活動の場となるよう進め

てまいります。 

広報活動では、広報紙やホームページなど、様々な媒体の

特性を活かした効果的な情報発信とともに、ＳＮＳ等を利

用したＷＥＢ広告を活用することで更なる発信の強化に努

めてまいります。 
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情報公開では、公文書の正確な作成、適切な管理及び保存

に努め、原則として公開することにより、説明責任を果た

してまいります。 

また、個人情報の保護については、法改正に伴う制度整備

を行い、引き続き個人情報の適正な取扱いに努めてまいり

ます。 

広聴業務では、より多くの市民の皆さまのご意見等を迅速

かつ効果的に市政に反映できるよう、新たな任期となる市

政モニターを選任し、インターネットを活用したアンケー

ト調査を実施してまいります。 

総合計画の進行管理では、第５次総合計画前期基本計画の

施策評価に向け、アンケート調査を実施してまいります。 

新行財政改革では、人口減少に伴い、人材や財源など行政

運営に必要な資源が制約されることを見据え、社会情勢の

変化にも臨機応変に対応し、安定的な行政サービスが維持

できるよう、「自律的な業務改善組織への変革プロジェク

ト」の成果を電子申請の推進や窓口におけるキャッシュレ

ス決済の導入など全庁的な業務変革につなげてまいります。 

また、市民との協働や産官学連携にも戦略的に取り組み、

持続可能な行政運営を推進してまいります。 

さらに、指定管理者の選定替えの時期に合わせて、新たな

公共施設のネーミングライツの導入を進めてまいります。 

庁舎の管理運用では、本庁舎南館のエレベーター老朽化に

伴う更新工事を行い、省エネ化の推進及び市民、職員の安
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全性の向上に努めてまいります。 

また、南館地下２階の庁舎内駐車場の料金システムについ

ては、機器の老朽化及び令和５年１０月より開始されるイ

ンボイス制度への対応に伴い、更新工事を行ってまいりま

す。 

さらに、駐車料金の精算については、出口での混雑を避け、

効率的かつ簡易に出庫できるよう事前精算機を設置し、利

用者の利便性の向上を図ってまいります。 

職場環境の改善では、市民応対が主な業務となる窓口職場

において、電話通話録音装置を設置し、職員の市民応対の

品質向上及びカスタマーハラスメント対策に取り組んでま

いります。 

阪神芦屋駅南自転車駐車場では、老朽化に伴う床、天井の

防水及び照明等の更新を行い、省エネ化の推進及び利用者

の安全性の向上に努めてまいります。 

公共施設の最適化では、「公共施設等総合管理計画（平成

２９年度～令和１８年度）」及び「公共施設の最適化構想」を推

進し、本市に見合った施設総量となるよう、取組を進めて

まいります。 

情報システムの整備では、システム標準化・共通化に伴い、

住民記録や税などの住民情報系システムについて令和７年

度末の構築に向け、現行仕様との差異の検証を進めるなど

取り組んでまいります。 
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合理的・効果的な組織構築では、適切な人材を確保するた

め、人事分野において、任期付職員の採用方法等について

検討してまいります。 

また、職員の公務能率や市民サービスの質の向上を目指し

て、職員の人材育成と職場環境改善などのワーク・ライ

フ・バランスを推進してまいります。 

コンプライアンスの推進では、将来にわたり質の高い行政

サービスを安定的、持続的かつ効果的に提供していくため、

内部統制の整備及び運用を進めてまいります。 

職員の人材育成では、公益社団法人２０２５年日本国際博

覧会協会へ職員を派遣し、官民連携による新たな視点での

政策形成力や協働による課題解決力の育成を図ってまいり

ます。 

人事評価制度では、職員間のコミュニケーションツールと

してだけでなく、職員の人材育成にも寄与するよう、引き

続き制度の見直しを図ってまいります。 
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３ 行財政運営 

最後に、行財政運営について申し上げます。 

本市の行財政運営につきましては、社会保障関係事業費の

増加や公共施設の老朽化対策に加え、刻々と変化する社

会・経済情勢を見据え、新型コロナウイルス感染症によっ

て生じる課題や原油価格・物価高騰への対応はもとより、

ポストコロナを見据えた社会の変容や世界的な課題である

環境問題などへも対応していかなくてはなりません。また、

中長期的な視点では、新行財政改革を進めながら、将来の

人口減少社会に対応できるまちづくりを進める必要があり、

引き続き、慎重な財政運営が必要となっています。 

こうした状況において、令和５年度予算の編成に当たりま

しては、「第５次総合計画」に沿って、本市が２０年後、

３０年後も選ばれるまちであり続けるよう、持続可能なま

ちづくりを進める予算を編成するため、社会の変化に伴う

事業の縮小・廃止などにより事業を再構築し、時代に即し

た新たな事業が実施可能となることを重要視しました。単

なる経費削減に終始するのではなく、市民サービスの維

持・向上に留意した上で、各施策の有効性や必要性に十分

な精査を加え、それらの優先順位付けを行うとともに、既

存事業の費用対効果を向上させるための事業手法のブラッ

シュアップに取り組みました。 

まず、歳入におきましては、新型コロナウイルス感染症の

影響や国際情勢の不安定化に伴う物価高騰が続く中にあり

ながらも、引き続き景気が持ちこたえていることから、市



- 41 -

税が増加するほか、地方消費税交付金も増加すると見込ん

でおります。 

歳出におきましては、原油価格・物価高騰対策について、

社会経済情勢の変化に沿って効果的な事業を実施するよう、

機動的な補正予算により機を逸することなく対策事業を展

開することを前提とした上で、喫緊の課題である新型コロ

ナウイルス感染症への対策について、令和４年度３月補正

予算と合わせて、切れ目のない一体的な予算を編成すると

ともに、環境問題への取組のほか、「第５次総合計画」の

基本構想における３つの視点である「人のつながり～時代

に適い、多様に紡がれるネットワーク」、「暮らしやすさ

～地域に包まれ安らぎを感じる暮らし」及び「資源～地域

資源を生かし、空間を活用する、これまでとこれからの融

合」を大切にすることを基本方針とし、予算を編成しまし

た。 

以上のように編成いたしました令和５年度の歳入歳出予算

は 

一般会計 ４３７億４，１００万円（対前年度比１．９％増） 

特別会計 ２３９億９，５２０万円（対前年度比０．９％増） 

企業会計 １５１億  ６７４万６千円（対前年度比５．２％増）

財産区会計       １，６５０万円（対前年度比４１．０％増）

合    計 ８２８億５，９４４万６千円（対前年度比２．２％増）

でございます。 

予算の執行に当たりましては、歳入の確保に一層努めると

ともに、事務事業の効率化・適正化を進めつつ、「第５次
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総合計画」に掲げる目標の実現に向けて施策を実行してま

いります。 

議員各位におかれましては、関係する諸議案について慎重

にご審議いただき、ご議決賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

ありがとうございました。



- 43 - 

資料 主な取組の予算（案） 

（予算額は、実施計画の事務事業ごとの事業費を掲載しています） 
（単位：千円） 

（１）子育て・教育 

〔施策目標１ 誰もが安心して生み育てられる環境が充実している〕 

〔施策目標２ 未来への道を切り拓く力が育っている〕 

〔施策目標３ 生涯を通じた学びの文化が醸成されている〕

子ども・子育て支援事業計画推進事業                  7,256 

私立特定教育・保育施設等運営事業          2,655,479 

青少年保護対策事業（放課後児童クラブ）        170,520 

放課後児童健全育成事業                  20,569 

あしやキッズスクエア事業                 33,742 

母子父子家庭児童育成事業と母子・父子自立支援員の設置     1,054 

児童福祉対策事業                    5,975 

育児支援家庭訪問等事業                4,829 

子育てセンター運営事業               13,979 

子育て支援事業                   11,297 

母子保健事業                     147,844 

青少年愛護センター運営                 4,880 

青少年問題協議会経費                    459 

子ども若者育成支援対策                 6,219 

市立保育所・認定こども園の運営業務          80,138 

特別支援教育推進事業                  8,532 

小学校施設整備事業                 349,191 

市立幼稚園子育て支援事業                977 
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国際理解教育推進事業                 23,752 

就学前教育推進事業                   4,343 

学力向上支援事業                    2,092 

読書活動推進事業                  14,353 

人権教育推進事業                     153 

生徒指導対策事業                    621 

適応教室実施事業                    3,659 

文化活動振興事業                   1,120 

学校給食関係事務                  514,874 

打出教育文化センター教育研究推進と研修事業      2,182 

学校園ＩＣＴ環境整備事業              114,884 

打出教育文化センター管理運営            276,075 

学校体育振興事業                  11,173 

中学校部活動推進事業                 10,628

特色ある学校園づくり支援事業             1,697 

谷崎潤一郎記念館管理運営事業            20,757 

美術博物館管理運営事業                81,431 

文化財保護及び活用事業                13,197 

ルナ・ホール事業                  14,040 

講座・セミナー・音楽会等の開催            7,530 

図書館運営事業（収集整理利用）           137,949 

図書館施設整備事業                 147,752 

生涯スポーツ推進事業                 13,965 

芦屋川カレッジ・芦屋川カレッジ大学院         7,000 
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（２）福祉健康 

〔施策目標４ あらゆる人が心地よく暮らせるまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標５ 健康になるまちづくりが進んでいる〕 

地域福祉活動推進事業                 113,969 

福祉センター管理運営事業              236,426 

共助の地域づくり推進事業                49,515 

生活困窮者自立支援事業                35,367 

生活保護法施行事務                1,223,357 

地域支援事業                    702,365 

入所措置業務                      7,712 

高年福祉に係る一般事務                6,380 

養護老人ホーム運営事業                75,200 

三条デイサービス事業                  1,573 

老人福祉会館運営及び維持管理              6,273 

生きがい・社会参加等在宅支援事業                   179,466 

介護保険に係る一般管理                62,008 

介護認定・調査事務                  62,522 

介護保険給付等                  8,996,278 

地域介護・福祉空間整備事業             106,431 

障がい者福祉・障がい児育成事業                      27,209 

障害児通所支援等に要する経費                       481,889 

男女共同参画推進施策                  320 

男女共同参画センター事業               3,989 

女性の活躍推進事業                  6,566 

婦人保護事業                      123 

国際交流に関する事業                 8,199 
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潮芦屋交流センター管理運営事業           24,702 

人権擁護事業                        589 

人権啓発事業                     2,113 

権利擁護推進事業                  25,419 

平和施策                         89 

国民健康保険事業                 9,550,271 

健康増進法に関する事業               287,463 

予防接種事業                    802,884 



- 47 - 

（３）市民生活 

〔施策目標６ 良好な生活環境が整い魅力的な暮らしが創出されている〕

市民マナー条例関係事業                6,379 

廃棄物の減量・資源化促進事業            112,153 

二酸化炭素排出抑制対策事業                          17,200 

次世代自動車普及事業                                 600 

芦屋市環境計画等推進事業               3,768 

中小企業支援事業                   23,057 

商工振興対策事業                   72,540 

観光事業                       5,051 

市民センター管理運営業務              169,917 

公害対策関係事業                   30,116 

ごみ収集・運搬に関する事業             242,310 
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（４）安全安心 

〔施策目標７ 災害に強いまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標８ 日常の安全安心が確保されている〕 

耐震改修促進法に関する事務               5,565 

防災拠点の維持管理                18,076 

消防活動に関する業務               65,909 

道路の改良事業                                    39,472 

防災総合訓練及び地域の防災・減災事業        11,530 

防災対策関係事務                  94,295 

消防用自動車購入事業               95,028 

消費者保護事業                   3,579 

生活安全条例推進事業                9,907 

交通安全施設等整備事業              38,606 

公益灯の新設・改良・維持管理           150,887 

交通安全運動の推進                  736 

通信施設及び消防情報機器の運営管理業務      479,714 

市立芦屋病院一般会計負担金等に関する事務     784,334 
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（５）都市基盤 

〔施策目標９ 住宅都市の魅力が受け継がれ、高められている〕 

〔施策目標 10 持続可能なインフラ整備が進んでいる〕 

庭園都市推進に関する業務               12,680 

都市公園・街路樹維持管理事業            394,402 

まちの景観形成等に関する事務              5,885 

屋外広告物に関する事務                42,484 

都市公園施設整備事業                184,342 

道路の管理に関すること                94,876 

住宅政策に関する事務                15,952 

道路・橋梁の修繕事業                275,724 

都市公園維持管理事業                 75,407 

道路の補修工事                   118,203 

下水道管渠維持管理事業               294,912 

下水道管渠整備事業                 377,771 

芦屋下水処理場維持管理事業             799,590    

南芦屋浜下水処理場維持管理事業           181,098    

抽水場維持管理事業                     72,909    

芦屋下水処理場整備事業                  274,012    

南芦屋浜下水処理場整備事業               100,700    

抽水場整備事業                    85,297 

水道施設整備業務                  465,039   

水道事業運営業務                 1,344,152

環境処理センターの維持管理事業           794,698 

環境処理センター施設改修事業            76,586 

ＪＲ芦屋駅南地区都市環境整備事業         2,519,182 
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都市計画の決定及び見直しに関する業務         6,570    

開発指導等関係一般事務                 622 

建築指導等に関する事務                3,470 
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（６）行政経営 

〔施策目標 11 協働の意欲が高まり市民主体のまちづくりが進んでいる〕 

〔施策目標 12 人口減少社会に対応した健全で効果的な行財政運営が行われている〕 

〔施策目標 13 急速な社会変化に対応できる組織になっている〕 

あしや市民活動センター管理運営事業         32,421 

地区集会所管理運営事業               57,383 

広報紙発行                     23,107 

広報番組制作                    12,048 

広報活動推進                    12,602 

情報公開及び個人情報保護事務            1,935 

文書管理事務                    25,280 

広聴業務                      1,170 

総合計画の策定と進行管理に関する事務        4,234 

行政改革の推進                    13,999 

庁舎周辺整備                   340,665 

公共施設等総合管理計画の推進に関する事務       710 

総合行政情報システムの計画・運用支援       243,036 

コンプライアンスに関する事務             2,805 

職員研修事業                    12,452 

人事評価事業                      825 



- 52 - 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

見直し

区分 計画の名称
令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

第３次市民マナー条例推進計画

区分 計画の名称
令　和　５　年 令　和　６　年

見直し 第４次市民参画協働推進計画

令　和　６　年 令　和　７　年

策定委員会にて素案の検討
市民

アンケート
の実施

資料収集

公表

パブリック
コメント
の実施

原案作成

公表

パブリック
コメント
の実施

原案作成

委員の選任・資料収集
市民参画協働
推進会議にて
アンケートの検討

市民
アンケート
の実施

市民参画協働推進推進会議にて素案の検討

市民
アンケート
の分析

令和５年度 中・長期計画の策定スケジュール
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

見直し
第７期障がい福祉計画・
第３期障がい児福祉計画

区分 計画の名称
令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

新規
地方公共団体実行計画
（区域施策編）

令　　和　　６　　年 令　　和　　７　　年

区分 計画の名称
令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

市民
アンケート
の実施

資料収集 環境審議会にて
アンケートの検討

庁内関係課
との協議

環境審議会にて素案の検討

庁内の
意見集約

公表

パブリック
コメント
の実施

原案作成

市民
アンケート
の分析

環境審議会にて素案の検討

インタ
ビュー調査
結果の分析

関係団体・事業所等
へのインタビュー
調査の実施

公表
パブリック
コメント
の実施

原案作成

社会福祉
審議会

策定委員会にて素案の検討
庁内・関係機関の意見集約資料収集

社会福祉
審議会

令和５年度 中・長期計画の策定スケジュール
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

見直し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

区分 計画の名称
令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

見直し

第３期子育て未来応援プラン
「あしや」
（子ども・子育て支援事業計
画）

令　　和　　６　　年 令　　和　　７　　年

区分 計画の名称
令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

芦屋すこやか長寿プラン21
（第10次高齢者福祉計画及び第
9期介護保険事業計画）

策定委員会にて素案の検討ヒアリング等
市民

アンケート
の分析

庁内の
意見集約

公表
パブリック
コメント
の実施

原案作成

社会福祉
審議会

策定委員会にて素案の検討

市民
アンケート
の実施

資料収集
子ども・子育て会議にて
アンケートの検討

庁内関係課
との協議

子ども・子育て会議にて素案の検討

庁内の
意見集約

公表

パブリック
コメント
の実施

原案・
概要版の
作成

市民
アンケート
の分析

調査結果報告書の作成

ニーズ量推計

事業評価・分析

庁内関係課との協議

計画
体系案
の作成

社会福祉
審議会

令和５年度 中・長期計画の策定スケジュール
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令和５年度 中・長期計画の策定スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

見直し

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

見直し 第２期スポーツ推進実施計画

区分 計画の名称
令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

第４次健康増進・食育推進計画

区分 計画の名称
令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

公表
パブリック
コメント
の実施

原案作成
策定委員会にて素案の検討
庁内・関係機関の意見集約

スポーツ推進審議会にて素案の検討

庁内の
意見集約

公表

パブリック
コメント
の実施

原案作成



- 56 - 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月第３期子ども・若者計画

令　　和　　６　　年 令　　和　　７　　年

計画の名称
令　　和　　５　　年 令　　和　　６　　年

市民
アンケート
の実施

資料収集
青少年問題協議会にて
アンケートの検討

庁内関係課
との協議

青少年問題協議会にて素案の検討

庁内の
意見集約

公表

パブリック
コメント
の実施

原案作成

市民
アンケート
の分析

青少年問題協議会にて素案の検討

令和５年度 中・長期計画の策定スケジュール


